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○特定調達契約に係る一般競争入札の公告 

さいたま市公告（調達）第３９号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

平成３１年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市コラボレーションシステム賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

平成３１年１２月１日から平成３６年１１月３０日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査

を受け、営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成

３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に



3 

同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない

者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、平成３１年４月２６日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６―４―４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 情報システム担当 電話 ０４８（８２９）１１０２

⑵ 交付期間

公告の日から平成３１年５月９日（木）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで）

⑶ 交付費用

  無償

⑷ 入札説明書等の返却

交付した入札説明書等は、入札書提出時に返却すること。また、入札辞退をする場合は、入札

辞退届の提出と併せて返却すること。なお、入札参加申込み以前に入札しないことが決まった場

合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書提出期限までに速やかに返却すること。

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ
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⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

全て郵送とする。

⑵ 交付日

平成３１年５月１７日（金）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

 ア 受領期限

平成３１年５月２８日（火）必着 書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部情報システム担当 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時

平成３１年５月３０日（木）午前１０時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第６会議室 

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月３０日（木）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

 ⑹ 落札者の決定方法

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効
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さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１１０２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender:  

Groupware for Saitama City 

⑵ Date and time of tender: 

 May 30, 2019, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

 Department of Information Policy, City Strategy Headquarters, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 
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Tel: 048-829-1102 

さいたま市公告（調達）第４０号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。

平成３１年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市電子文書管理システム機器賃貸借（平成３１年度更新分）

⑵ 借入場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４外

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

平成３２年３月１日から平成３７年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査

を受け、営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成

３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に

同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない

者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、平成３１年４月２６日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６―４―４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 情報システム担当 電話 ０４８（８２９）１１０２

⑵ 交付期間



7 

公告の日から平成３１年５月１０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで）

⑶ 交付費用

  無償

⑷ 入札説明書等の返却

交付した入札説明書等は、入札書提出時に返却すること。また、入札辞退をする場合は、入札

辞退届の提出と併せて返却すること。なお、入札参加申込み以前に入札しないことが決まった場

合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書提出期限までに速やかに返却すること。

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

全て郵送とする。

⑵ 交付日

平成３１年５月２０日（月）までに交付するものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

 ア 受領期限

平成３１年５月２９日（水）必着 書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先
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〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部情報システム担当 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時

平成３１年５月３１日（金）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月３１日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

 ⑹ 落札者の決定方法

   さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部

電話 ０４８（８２９）１０６４ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７

⑼ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部

電話 ０４８（８２９）１１０２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所
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ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender:  

Electronic document management system for Saitama City

⑵ Date and time of tender: 

 May 31, 2019, 2:00 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

 Department of Information Policy, City Strategy Headquarters, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1102 

さいたま市公告（調達）第４１号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市統合運用管理業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市内 さいたま市データセンター外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

平成３１年１０月１日から平成３３年９月３０日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、業務「電算」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成３１・３２年度さい
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たま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）に同業務で登載されてい

る者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない者（当該業務について登載

がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定の様式により、平成３１年４

月２６日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 平成２６年４月１日以降に、官公庁又は中核市以上の地方公共団体の統合運用管理業務の受託

経験及び実務経験がある者であること。 

⑸ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）の

付与認定を受けている者であること。 

⑹ 国際標準化機構（ＩＳＯ）に参加している認定機関により認定された審査登録機関によるＩＳ

Ｏ９００１の審査登録（登録範囲が３３（情報技術）、３４（エンジニアリング、研究開発）又

はその他コンピュータサービスに関するもの）又はＩＳＯ／ＩＥＣ２００００－１：２０１１（Ｉ

Ｔサービスマネジメントシステム）の審査登録の認定を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

担当 情報システム運用管理担当 電話 ０４８（８２９）１１０４ 

 ⑵ 交付期間 

公告の日から平成３１年５月１７日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 
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イ 入札説明書に定める書類 

 ⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認審査結果通知書の交付 

  確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

 ⑴ 交付方法 

   全て郵送とする。 

 ⑵ 交付日 

   平成３１年５月２７日（月）までに交付するものとする。 

⑶ その他 

４の書類提出時において、返信用封筒に８２円切手を貼付したものを提出すること。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

平成３１年６月１７日（月）必着 書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策

部 情報システム運用管理担当 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年６月１９日（水）午前１０時３０分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年６月１９日（水）入札終了後、直ちに行う。 
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イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、著しく低価格の場合

は、同条第３項の規定により調査を行う場合がある。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部都市経営戦略部 

電話 ０４８（８２９）１０６４  ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部情報政策部 

電話 ０４８（８２９）１１０４  ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６９ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部情報政策部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 
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⑴ Contract for tender: 

Integrated Operations Management System for Saitama City 

⑵ Date and time of tender: 

June 19, 2019, 10:30 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Department of Information Policy, City Strategy Headquarters, Saitama City  

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1104 

さいたま市公告（調達）第４２号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

平成３１年度電気自動車用急速充電器賃貸借契約 

⑵ 借入場所 

さいたま市西区西大宮３－４－２外  

⑶ 数量・特質等 

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間 

借入日から９６か月 

⑸ 納入期限 

平成３１年８月３１日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査

を受け、営業種目「レンタル・リースその他」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）

に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に

所定の様式により、平成３１年５月７日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
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綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 過去１０年間に、官公庁で５年以上のリース長期継続契約に関する契約を締結し、かつ、これ

らを誠実に履行していること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 

担当 環境未来都市推進担当 電話 ０４８（８２９）１４５７ 

⑵ 交付期間 

公告の日から平成３１年５月１３日（月）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参又は郵送 

⑸ 郵送による場合の提出書類の受領期限及び送付先 

  ア 受領期限 

    平成３１年５月１３日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

  イ 送付先 

 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市

推進部 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 
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⑵ 交付日時 

平成３１年５月２１日（火）午前９時から午後４時まで。なお、交付日時までに競争入札参加

資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札を辞退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に１２０円切手を貼付し、申し出

た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価（月額）で行う。入札金額は、導入台数の賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）

をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

平成３１年５月３１日（金）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市

推進部 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年６月４日（火）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年６月４日（火）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に
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該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市都市戦略本部未来都市推進部 

電話 ０４８（８２９）１４５７ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９７ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市都市戦略本部未来都市推進部及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender: 

Quick chargers for electric vehicles for FY 2019 

⑵ Date and time of tender: 

June 4, 2019, 10:00 a.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Department of Futuristic City Promotion, City Strategy Headquarters, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1457 Fax: 048-829-1997 

さいたま市公告（調達）第４３号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。
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平成３１年４月１５日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市電子文書管理システムソフトウェア賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市内 さいたま市データセンター

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 借入期間

平成３２年３月１日から平成３７年２月２８日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査

を受け、営業種目「ＯＡ機器リース等」の資格を有すると認められた者であること。なお、平成

３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名簿」という。）に

同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。名簿に登載のない

者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所

定の様式により、平成３１年４月２６日（金）までに資格審査の申請を行うこと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課 

担当 文書係 電話 ０４８（８２９）１０８５ 

⑵ 交付期間

公告の日から平成３１年５月１０日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで）

⑶ 交付費用
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無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

平成３１年５月１６日（木）午前９時から午後４時まで

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９２円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

６ 入札手続等

⑴ 入札方法

単価（月額）で行う。入札金額は、賃借料１月当たりの額を記入すること。なお、落札決定に

当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって

落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先

ア 受領期限

平成３１年５月２９日（水）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。

イ 送付先

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課

⑶ 入札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月３１日（金）午後３時３０分

イ 場所
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さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室

⑷ 入札保証金

見積もった金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除と

する。

⑸ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月３１日（金）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

６⑶イに同じ

⑹ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑺ 入札の無効

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局総務部総務課

電話 ０４８（８２９）１０８５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８３

７ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額（月額）に月数を乗じた額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま

市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

８ その他

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 
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⑶ 契約条項等は、さいたま市総務局総務部総務課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。

９ Summary 

⑴ Lease contract for tender： 

Software for Saitama City’s electronic document management system 

⑵ Date and time of tender： 

May 31, 2019, 3:30 p.m. 

⑶ Contact point for the notice： 

General Affairs Division, Department of General Affairs, General Affairs Bureau, 

Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-829-1085 

さいたま市公告（調達）第４４号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名及び数量 

ア 救急自動車 ６台 

イ 先端屈折式はしご付消防自動車（３０ｍ級） １台 

ウ 小型水槽付消防ポンプ自動車 ３台 

⑵ 納入場所 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局 

⑶ 特質等  

仕様書のとおり 

⑷ 納入期限 

ア １⑴アの物品 平成３２年３月１３日 

イ １⑴イ及びウの物品 平成３２年３月１０日 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る物品納入等の競争入札の参加資格に関する審査

を受け、物品納入等種目分類表「輸送機器」内の営業種目の資格を有すると認められた者である

こと。なお、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入等）（以下「名

簿」という。）に同営業種目で登載されている者については、この審査を受けたものとみなす。

名簿に登載のない者（当該営業種目について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約

管理部契約課に所定の様式により、平成３１年５月７日（火）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 
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ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１ 

⑵ 交付期間 

公告の日から平成３１年５月１４日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時

から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、競争入札に付する購入物品ごとに入札参加申込及び入札参加資格

の確認審査（以下「確認審査」という。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている

者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札に付する購入物品ごとに競争入札参加資格確認結果通知書を交付する

ものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 
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平成３１年５月２３日（木）及び平成３１年５月２４日（金）午前９時から午後４時まで。な

お、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札

を辞退したものとみなす。 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において競争入札に付する購入物品ごとの返信用封筒

に９２円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

競争入札に付する購入物品ごとに総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

平成３１年５月２７日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 送付先 

〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達

課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

(ア) １⑴アの物品 平成３１年５月２９日（水）午後２時１５分 

(イ) １⑴イの物品 平成３１年５月２９日（水）午後２時３０分 

(ウ) １⑴ウの物品 平成３１年５月２９日（水）午後２時４５分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室 

⑷ 入札保証金 

競争入札に付する購入物品ごとに見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、

さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免

除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月２９日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 
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さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課 

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－１－２８ さいたま市消防局警防部警防課 

   電話 ０４８（８３３）７３９４ ＦＡＸ ０４８（８３３）７２０１ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

落札者となった購入物品ごとに契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さい

たま市契約規則第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

  要 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

ウ 受付時間

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender:

① Ambulance，6 Units

② 30-meter Tip as refractive Ladder Truck，1 Unit 

③ Pumper Fire Truck with Small Water Tank，3 Units

⑵ Date and time of tender:  

① May 29，2019，2:15 p.m.

② May 29，2019，2:30 p.m. 



24 

③ May 29，2019，2:45 p.m.

⑶ Contact point for the notice: 

Procurement Division, Contract Management Department, Finance Bureau, Saitama City 

6-4-4, Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan  

Tel: 048-829-1181 

さいたま市公告（調達）第４５号 

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札に付します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市プレミアム付商品券統合窓口業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

平成３１年６月３日から平成３２年３月２３日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 平成３１年度さいたま市の特定調達契約に係る業務委託の競争入札の参加資格に関する審査を

受け、業務「建物管理等」又は「文書管理」の資格を有すると認められた者であること。なお、

平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）（以下「名簿」という。）

に同業務で登載されている者については、この審査を受けているものとみなす。名簿に登載のな

い者（当該業務について登載がない者を含む。）は、さいたま市財政局契約管理部契約課に所定

の様式により、平成３１年４月２６日（金）までに資格審査の申請を行うこと。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者 

⑶ 本入札の公告日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ
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Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区仲町４－２－２０ エコ計画浦和ビル３階 さいたま市経済局商工観光部商

業振興課 

担当 プレミアム付商品券事業担当 電話 ０４８（８１６）３７９２ 

⑵ 交付期間 

公告の日から平成３１年５月８日（水）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く午前９時か

ら午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

⑷ 交付方法 

ＤＶＤ－Ｒ等 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認審査結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

平成３１年５月１７日（金）までに交付するものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る
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課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当す

る金額を入札書に記載すること。 

⑵ 郵送による場合の入札書の受領期限及び送付先 

ア 受領期限 

平成３１年５月２７日（月）書留郵便（簡易書留郵便を含む。）により提出すること。 

イ 場所 

〒３３０－００６２ さいたま市浦和区仲町４－２－２０ さいたま市経済局商工観光部商

業振興課 

⑶ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月２９日（水）午後２時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑷ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑸ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月２９日（水）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑶イに同じ 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市特定調達契約に係る競争入札参加者心得（平成１５年さいたま市制定）第１５条に

該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部経済政策課 

電話 ０４８（８２９）１３６３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４４ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市経済局商工観光部商業振興課 

電話 ０４８（８１６）３７９２ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 
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⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ この特定調達契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 

⑵ 名簿に登載のない者でこの入札に参加しようとする者の資格審査申請書等の交付及び申請場所 

ア 名簿に登載のない者の資格審査申請書等の交付 

ホームページからダウンロードできる。また、さいたま市財政局契約管理部契約課において

無償で交付する。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/010/005/p015031.html

イ 申請場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部契約課 

電話 ０４８（８２９）１１７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

ウ 受付時間 

休日を除く午前８時３０分から午後５時１５分まで 

⑶ 契約条項等は、さいたま市経済局商工観光部商業振興課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

９ Summary 

⑴ Contract for tender: 

Integrated Office for Saitama City's premium gift vouchers 

⑵ Date and time of tender: 

May 29, 2019, 2:00 p.m. 

⑶ Contact point for the notice: 

Commerce Promotion Division, Department of Commerce, Industry, and Tourism, 

Bureau of Economic Affairs, Saitama City 

6-4-4 Tokiwa, Urawa Ward, Saitama City, Saitama Prefecture 330-9588, Japan 

Tel: 048-816-3792 

○特定調達契約の落札者等の公示 

さいたま市公示第８号

次のとおり落札者等について公示します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

「掲載事項」 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 
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①８－１ ②さいたま市仮配置棟等執務室移動対応配線業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報

政策部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年２月１５日 ⑤株式会社ピーシーテレコム 

代表取締役 小川幸夫 さいたま市中央区八王子２－２－１６ ⑥２４，６９９，６００円 ⑦一般

競争入札 ⑧平成３０年１２月１７日さいたま市公告（調達）第７０号 

①８－２ ②さいたま市国民健康保険システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策

部 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月２７日 ⑤株式会社アイネス首都圏営業部 

部長 星川博敬 東京都千代田区三番町２６ ⑥５２，７１２，４００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）第１１条第１

項第１号該当 

①８－３ ②さいたま市住民記録系システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策部 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月２７日 ⑤富士通株式会社関東支社 支社長 

恒成和広 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディング ⑥３６，２８６，１０

０円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第

１項第１号該当 

①８－４ ②さいたま市税システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策部 さいた

ま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月２７日 ⑤富士通株式会社関東支社 支社長 恒成和

広 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディング ⑥１２３，４６４，３００円 

⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第

１号該当 

①８－５ ②さいたま市統合基盤システム保守業務 一式 ③さいたま市都市戦略本部情報政策部 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月２７日 ⑤富士通株式会社関東支社 支社長 

恒成和広 さいたま市大宮区桜木町１－１１－２０ 大宮ＪＰビルディング ⑥３２，３８３，９０

０円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第

１項第１号該当 

①８－６ ②さいたま市印刷センター印刷業務 一式 ③さいたま市総務局総務部総務課 さいたま

市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月７日 ⑤株式会社ＭＤＰ 代表取締役 望月一彦 さい

たま市浦和区岸町４－２６－１９ ⑥３３，３１１，９４６円 ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月

２１日さいたま市公告（調達）第６号 

①８－７ ②さいたま市本庁舎外清掃業務 一式 ③さいたま市財政局契約管理部調達課 さいたま

市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月７日 ⑤株式会社むさしビルクリーナー 代表取締役 

坪井宣子 さいたま市浦和区常盤３－３－９ ⑥４６，４００，４７２円 ⑦一般競争入札 ⑧平成

３１年１月２１日さいたま市公告（調達）第８号
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①８－８ ②平成３１年度さいたま市福祉及び子育て支援医療費支給データ処理業務 一式 ③さい

たま市保健福祉局福祉部年金医療課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月８日 ⑤

株式会社ＫＳＫデータ 代表取締役 石坂郁夫 さいたま市大宮区吉敷町１－９２－３ 至誠堂ビル

５階 ⑥３３，７１８，３５０円 ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月２１日さいたま市公告（調達）

第１１号 

①８－９ ②さいたま市地域包括支援システム機器等賃貸借（平成３１年度調達分） 一式 ③さい

たま市保健福祉局長寿応援部いきいき長寿推進課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年

２月２７日 ⑤株式会社ＪＥＣＣ本社 専務取締役 依田茂 東京都千代田区丸の内３－４－１ ⑥

４，８０８，７６０円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月４日さいたま市公告（調達）第

７１号 

①８－１０ ②病理解剖機器 一式 ③さいたま市保健福祉局市立病院経営部財務課 さいたま市緑

区大字三室２４６０ ④平成３１年２月１８日 ⑤株式会社イノメディックス 代表取締役 二之宮

義泰 東京都文京区小石川４－１７－１５ ⑥４１，５８０，０００円 ⑦一般競争入札 ⑧平成３

１年１月４日さいたま市公告（調達）第７２号 

①８－１１ ②さいたま市立病院生理検査ファイリングシステム賃貸借 一式 ③さいたま市保健福

祉局市立病院経営部医事課 さいたま市緑区大字三室２４６０ ④平成３１年２月１８日 ⑤株式会

社自治体病院共済会 代表取締役 大濱紘三 東京都千代田区平河町２－７－５ 砂防会館本館７階 

⑥１，１５４，４１２円（月額） ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月４日さいたま市公告（調達）

第７４号 

①８－１２ ②さいたま市教職員人事給与システム運用保守業務 一式 ③さいたま市教育委員会事

務局学校教育部教職員給与課 さいたま市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年３月２５日 ⑤株式

会社日立製作所北関東支店 支店長 上田充宏 さいたま市大宮区桜木町１－１０－１６ ⑥４３，

９１４，２００円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政

令第１１条第１項第１号及び第２号該当 

①８－１３ ②さいたま市収納データ作成等処理業務 一式 ③さいたま市出納室出納課 さいたま

市浦和区常盤６－４－４ ④平成３１年２月２８日 ⑤ＡＧＳ株式会社 代表取締役 石井進 さい

たま市浦和区針ヶ谷４－３－２５ ⑥６８，８２７，２３８円 ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品

等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第２号該当 

〇一般競争入札の告示 

さいたま市告示第６４０号 

さいたま市記念総合体育館トレーニング機器一式の購入について、次のとおり一般競争入札を行う

ので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規



30 

定に基づき公告する。

平成３１年４月１１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

さいたま市記念総合体育館トレーニング機器一式

⑵ 納入場所

さいたま市桜区道場４－３－１ さいたま市記念総合体育館

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり

⑷ 納入期限

平成３１年９月５日

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の物品納入等種目分類表「学校・保育用品」内の営業種目で登載

され、かつ、市内に本店を有している者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１

⑵ 交付期間

告示の日から平成３１年４月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と
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いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

平成３１年５月１４日（火）及び平成３１年５月１５日（水）午前９時から午後４時まで。な

お、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札

を辞退したものとみなす。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２２日（水）午後２時１５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。
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⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２２日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市スポーツ文化局スポーツ部スポーツ振興課

電話 ０４８（８２９）１０５８ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９６

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６４１号 

（仮称）北部市税事務所備品一式の購入について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治

法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告

する。

平成３１年４月１１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

（仮称）北部市税事務所備品一式 

⑵ 納入場所
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さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ 大宮区役所（新庁舎）５階 （仮称）北部市税事務

所 

⑶ 数量・特質等及び納入期限

仕様書のとおり

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）の物品納入等種目分類表「事務用品・什器」内の営業種目で登載

され、かつ、市内に本店を有している者であること。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。

３ 入札説明書の交付

本入札に参加を希望する者で、２の要件を満たす者に対し、入札説明書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

担当 物品契約係 電話 ０４８（８２９）１１８１

⑵ 交付期間

告示の日から平成３１年５月７日（火）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年さ

いたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所
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３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴に同じ

⑵ 交付日時

平成３１年５月１４日（火）及び平成３１年５月１５日（水）午前９時から午後４時まで。な

お、交付日時までに競争入札参加資格確認結果通知書の交付を受けなかった者については、入札

を辞退したものとみなす。

６ 競争入札参加資格の喪失

本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、本入札に参加することができ

ない。

⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき。

⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

⑵ 入札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２９日（水）午後２時００分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

⑶ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑷ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２９日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑵イに同じ

⑸ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
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⑹ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。

⑺ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局契約管理部調達課

電話 ０４８（８２９）１１８１ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

⑻ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課

電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６

８ 契約手続等

⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ 契約条項等は、さいたま市財政局契約管理部調達課及びホームページにおいて閲覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑵ 詳細は、入札説明書による。

さいたま市告示第６４２号 

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（平成３２年度当初課税分）について、次のと

おり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）

第１６７条の６の規定に基づき公告する。 

平成３１年４月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市軽自動車税申告書データ入力等補助業務（平成３２年度当初課税分） 

⑵ 履行場所 

さいたま市西区西大宮３－４－２外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

平成３１年６月３日から平成３２年５月２９日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）
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（以下「名簿」という。）に業務「その他」の受注希望業務「人材派遣」で登載されている者であ

ること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付与

認定を受けている者であること。 

⑸ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和６０年法律第

８８号）第５条に規定する労働者派遣事業許可を受けている者であること。 

⑹ 本入札の告示日前２年の間に、派遣労働者２名以上を概ね１年の期間、主としてパソコン等を

用いた事務に従事させる労働者派遣契約を、国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と２回

以上締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書等の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書及び仕様書等を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

担当 法人・諸税係 電話 ０４８（８２９）１９１５ 

⑵ 交付期間 

告示の日から平成３１年４月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付方法 

ＣＤ－ＲＯＭ 

⑷ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 
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３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付方法 

全て郵送とする。 

⑵ 交付日 

平成３１年５月９日（木）までに交付する。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

単価で行う。入札金額は、消費税及び地方消費税を含まない１人１時間当たりの額を記入する

こと。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とする。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月１６日（木）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第１会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額（単価）に予定業務数量を乗じた額の１００分の５以上を納付すること。ただ

し、さいたま市契約規則（平成１３年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、

免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月１６日（木）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 最低制限価格 

設定する。なお、最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加できない。 

⑹ 落札者の決定方法 

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で、同条第４項及び第５項に基づいて作成された最低制限価格以上の価格をもって入札を行

った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑻ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部税制課 
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電話 ０４８（８２９）１１６０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８６ 

⑼ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市財政局税務部市民税課 

電話 ０４８（８２９）１９１５ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９１６ 

７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額（支払限度額）の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則

第３０条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は返却しない。 

⑵ 入札後、入札参加者は、本告示、仕様書等についての不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

⑶ 契約条項等は、さいたま市財政局税務部市民税課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html 

⑷ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６３８号 

さいたま市元号改正に伴う受給資格証作成・印字及び封入封緘業務について、次のとおり一般競争

入札を行うので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の６の規定に基づき公告する。 

平成３１年４月１１日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 競争入札に付する事項 

⑴ 件名 

さいたま市元号改正に伴う受給資格証作成・印字及び封入封緘業務 

⑵ 履行場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課外 

⑶ 業務概要 

仕様書のとおり 

⑷ 履行期間 

平成３１年５月２７日から平成３１年６月２８日まで 

２ 競争入札参加資格に関する事項 

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（業務委託）

（以下「名簿」という。）に業務「電算」又は「文書管理」で登載されている者であること。 
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⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者 

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要

綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

⑷ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会からのプライバシーマーク（ＪＩＳＱ１５００１）付

与認定又は情報セキュリティマネジメントシステム認定基準ＪＩＳＱ２７００１（ＩＳＯ／ＩＥ

Ｃ２７００１）の認定を受けている者であること。 

⑸ 平成２９年度以降に、人口２０万人以上の地方自治体において同種業務の契約を締結し、履行

した実績を有する者であること。 

３ 入札説明書の交付 

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課 

担当 福祉医療係 電話 ０４８（８２９）１２７９ 

⑵ 交付期間 

告示の日から平成３１年４月２６日（金）まで（さいたま市の休日を定める条例（平成１３年

さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後４時まで） 

⑶ 交付費用 

無償 

４ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出 

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 

⑴ 提出書類 

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書 

イ 入札説明書に定める書類 

⑵ 受付期間 

３⑵に同じ 

⑶ 受付場所 

３⑴に同じ 

⑷ 提出方法 

持参 

５ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付 
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確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。 

⑴ 交付場所 

３⑴に同じ 

⑵ 交付日時 

平成３１年５月１３日（月）午前９時から午後４時まで 

⑶ その他 

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９２円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。 

６ 入札手続等 

⑴ 入札方法 

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

⑵ 入札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月２０日（月）午前１０時００分 

イ 場所 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟２階第３会議室 

⑶ 入札保証金 

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。 

⑷ 開札の日時及び場所 

ア 日時 

平成３１年５月２０日（月）入札終了後、直ちに行う。 

イ 場所 

６⑵イに同じ 

⑸ 落札者の決定方法 

  さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑹ 入札の無効 

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑺ 入札事務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部福祉総務課 

電話 ０４８（８２９）１２５３ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９６１ 

⑻ 業務を担当する課 

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課 

電話 ０４８（８２９）１２７９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９４７ 
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７ 契約手続等 

⑴ 契約保証金 

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。 

⑵ 契約書作成の要否 

要 

⑶ 議決の要否 

否 

８ その他 

⑴ 契約条項等は、さいたま市保健福祉局福祉部年金医療課及びホームページにおいて閲覧できる。 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑵ 詳細は、入札説明書による。 

さいたま市告示第６４５号 

協働学習用ソフトウエア賃貸借について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６の規定に基づき公告する。

平成３１年４月１１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 競争入札に付する事項

⑴ 件名

協働学習用ソフトウエア賃貸借

⑵ 借入場所

さいたま市浦和区針ヶ谷４－１－９ さいたま市立常盤中学校外３４校 

⑶ 数量・特質等

仕様書のとおり 

⑷ 借入期間

平成３１年９月１日から平成３２年３月３１日まで

２ 競争入札参加資格に関する事項

本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

⑴ 本入札の告示日において、平成３１・３２年度さいたま市競争入札参加資格者名簿（物品納入

等）（以下「名簿」という。）に営業種目「学校用品」、「ＯＡ機器リース等」又は「レンタル・

リースその他」で登載されている者であること。 

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に掲げる者

イ 施行令第１６７条の４第２項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこと

とされた者

⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要
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綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約から

の暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措置を受け

ている期間がない者であること。 

３ 入札説明書等の交付

本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。

⑴ 交付場所

ア さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課 

担当 研究推進・振興係 電話 ０４８（８２９）１６５９ 

  イ さいたま市ホームページからダウンロード（以下「ホームページ」とはこのアドレスをいう。） 

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/006/003/p063643.html

⑵ 交付期間

告示の日から平成３１年５月７日（火）まで（３⑴アにおいては、さいたま市の休日を定める

条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日を除く午前８時３０分か

ら午後５時１５分まで）

⑶ 交付費用

無償

４ 仕様書の貸出

  ホームページから、業務委託仕様書貸出申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上、次によ

り提出するものとする。

 ⑴ 受付期間

   ３⑵に同じ

 ⑵ 受付場所

   ３⑴アに同じ

５ 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出

本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査（以下「確認審査」と

いう。）の申請を行わなければならない。名簿に登載されている者であっても、入札期日において

確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書

イ 入札説明書に定める書類

⑵ 受付期間

  告示の日から平成３１年５月７日（火）まで（５⑷アにおいては、休日を除く午前８時３０分

から午後５時１５分まで）

⑶ 受付場所

３⑴アに同じ

⑷ 提出方法

ア 持参

イ 電子メール

  電子メールアドレス kyoiku-shido1@city.saitama.lg.jp
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６ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付

確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。

⑴ 交付場所

３⑴アに同じ

⑵ 交付日時

平成３１年５月１４日（火）午前９時から午後５時まで 

⑶ その他

郵送希望者については、４の書類提出時において返信用封筒に９２円切手を貼付し、申し出た

場合のみ受け付けるものとする。

７ 入札手続等

⑴ 入札方法

総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

 ⑵ 入札参加資格の確認

  ア 入札参加資格がある旨の確認通知を持参すること。

  イ 入札参加資格がある旨の通知を受けた者であっても、入札時点において参加資格がない者は、

入札に参加できない。

 ⑶ 入札回数等 

  ア 再度入札は、１回までとする。 

  イ 初度入札に参加しない者は、再度入札に参加することができない。 

 ⑷ 独占禁止法関係法令の遵守 

   入札に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４

号）等に違反する行為を行ってはならない。 

 ⑸ 入札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２２日（水）午前１１時４５分

イ 場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所西会議棟１階第１入札室

 ⑹ 入札保証金

見積もった金額の１００分の５以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則（平成１３

年さいたま市規則第６６号）第９条の規定に該当する場合は、免除とする。

⑺ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成３１年５月２２日（水）入札終了後、直ちに行う。

イ 場所

７⑸イに同じ
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⑻ 落札者の決定方法

さいたま市契約規則第１１条第１項及び第２項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範

囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。なお、入札価格が同値の場合

は、当該者のくじ引きによって落札者を決める。この場合において、当該入札参加者等は、くじ

を引くことを辞退することができない。

⑼ 入札の無効

さいたま市契約規則第１３条に該当する入札は無効とする。 

⑽ 入札事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部学事課

電話 ０４８（８２９）１６４６ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

⑾ 業務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課

電話 ０４８（８２９）１６５９ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９８９

８ 契約手続等

 ⑴ 契約保証金

契約金額の１００分の１０以上を納付すること。ただし、さいたま市契約規則第３０条の規定

に該当する場合は、免除とする。

 ⑵ 契約書作成の要否

要

⑶ 議決の要否

否

９ その他

⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

⑵ 契約条項等は、さいたま市教育委員会事務局学校教育部指導１課及びホームページにおいて閲

覧できる。

https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html

⑶ 入札参加者は、入札後、本告示、仕様書等についての不明を理由として、異議を申し立てるこ

とはできない。

⑷ 詳細は、入札説明書による。

○公募型プロポーザル方式の手続の開始 

さいたま市告示第６３９号  

さいたま市職員総務管理事務（人事・給与・福利厚生関係事務）運営業務について、公募型プロポ

ーザル方式の手続きを実施します。つきましては、次のとおり、当該業務に関する企画提案書の提出

を招請します。

平成３１年４月１１日

さいたま市長 清 水 勇 人

１ 企画提案書の招請に付する事項
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⑴ 件名

さいたま市職員総務管理事務（人事・給与・福利厚生関係事務）運営業務

⑵ 履行場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市役所２階フロア内 

⑶ 業務概要 

さいたま市職員の総務管理事務（人事・給与・福利厚生関係事務）について、効率的、効果的

な運営を図るための業務（受付、入力等）の実施 

⑷ 履行期間 

平成３１年７月１日から平成３２年６月３０日まで 

２ 企画提案書の提出者の資格に関する事項 

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 

⑴ 告示日現在において、平成３１・３２年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿(業務委託)（以

下「名簿」という。）に、業務「電算」、「文書管理」又は「その他」で登載されている者である

こと。

⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受

けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第３２条第１項各号に挙げる者

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項の規定により、さいた

ま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

⑶ 本告示日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参

加停止要綱（平成１９年さいたま市制定）による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する

契約からの暴力団排除措置に関する要綱（平成１３年さいたま市制定）による入札参加除外の措

置を受けている期間がない者であること。 

⑷ 本告示日を起算日として過去３年の間に、従業員１，０００人以上の法人において、当該業務

と同種の契約を締結し、これを誠実に履行した実績を有する者であること。 

⑸ 本業務の業務責任者を、常時配置することが可能な者であること。 

３ 企画提案に係る実施要項の交付

企画提案書の提出を希望する者で、２の要件を満たすものに対し、実施要項を１部交付するもの

とする。

⑴ 交付場所

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局人事部人事課 

担当 人事係 電話 ０４８（８２９）１０９０ 

⑵ 交付期間

平成３１年４月１５日（月）から平成３１年４月２４日（水）まで（さいたま市の休日を定め

る条例（平成１３年さいたま市条例第２号）第１条第１項に規定する休日（以下「休日」という。）

を除く午前９時から午後５時まで）

⑶ 交付費用

無償
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⑷ 交付方法

ＣＤ－ＲＯＭ

４ 参加表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、参加表明手続きを行わなければならない。名簿に登載されて

いる者であっても、参加表明手続きを行っていない者は、参加する資格を有しない。

⑴ 提出書類

 参加表明書 １部 

⑵ 受付期間

３⑵に同じ

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

５ 企画提案書等の提出

⑴ 提出書類  

ア 企画提案書（正本１部及び副本１１部（複写可）） 

イ 実施要項に定める書類 

⑵ 受付期間

平成３１年４月１５日（月）から平成３１年５月２１日（火）まで（休日を除く午前９時から

午後５時まで）

⑶ 受付場所

３⑴に同じ

⑷ 提出方法

持参

⑸ 無効となる企画提案書 

次の企画提案書は、無効とする。  

ア ２に定める資格条件を満たさなくなったとき。  

イ 企画提案書に虚偽の記載をしたとき。  

６ 業者決定の方法  

業者の決定に当たっては、本市の定める業者選定委員会において書類審査を行い決定する。なお、

審査方法等詳細については、実施要項の「審査基準及び審査方法」を参照すること。

７ その他  

⑴ 本調達において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とすること。 

⑵ この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。  

⑶ 提出された企画提案書等は、返却しない。  

⑷ 詳細は、実施要項による。 

８ 本招請に関する事務を担当する課

さいたま市浦和区常盤６－４－４ さいたま市総務局人事部人事課

  電話 ０４８（８２９）１０９０ ＦＡＸ ０４８（８２９）１９９８
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〔水道局〕 

○特定調達契約の落札者等の公示

さいたま市水道局公示第１０号 

次のとおり落札者等について公示します。 

平成３１年４月１５日 

さいたま市水道事業管理者 森 田  治 

①案件番号 ②物品等又は特定役務の名称及び数量 ③契約に関する事務を担当する組織の名称及び

所在地 ④落札者又は随意契約の相手方を決定した日 ⑤落札者又は随意契約の相手方の氏名及び住

所（法人の場合はその名称及び所在地） ⑥落札金額又は随意契約に係る契約金額 ⑦契約の相手方

を決定した手続 ⑧公告又は公示をした日 ⑨随意契約によることとした理由 

①１０－１ ②⑴さいたま市水道局東部配水場で使用する電気 ３，０７０，５００キロワット時 ⑵

さいたま市水道局西部配水場で使用する電気 ３，６５５，６００キロワット時 ⑶さいたま市水道

局北部配水場で使用する電気 ３，５１１，７００キロワット時 ⑷さいたま市水道局尾間木配水場

で使用する電気 ２，１２０，４００キロワット時 ⑸さいたま市水道局白幡配水場外１か所で使用

する電気 ３，６６６，１００キロワット時 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区

常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月７日 ⑤東京電力エナジーパートナー株式会社 代表取締役 

川崎敏寛 東京都千代田区内幸町１－１－３ ⑥⑴５１，８３１，３７７円 ⑵６４，１７２，１７

３円 ⑶５８，１７９，１１８円 ⑷３５，２２０，７４６円 ⑸６０，１６２，８８０円 ⑦一般

競争入札 ⑧平成３１年１月２１日さいたま市水道局公告（調達）第２号 

①１０－２ ②さいたま市水道局水道総合センターで使用する電気 １，５８７，９８６キロワット

時 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月７

日 ⑤東京電力エナジーパートナー株式会社 代表取締役 川崎敏寛 東京都千代田区内幸町１－１

－３ ⑥２７，５９４，７７０円 ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月２１日さいたま市水道局公告

（調達）第３号 

①１０－３ ②次亜塩素酸ナトリウム（単価契約） ５０２，０００ｋｇ ③さいたま市水道局業務

部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月７日 ⑤大和化成株式会社埼玉

営業所 所長 福田孝司 埼玉県幸手市上吉羽字堤外１８７０－１７ ⑥６０．３７円（単価） ⑦

一般競争入札 ⑧平成３１年１月２１日さいたま市水道局公告（調達）第４号 

①１０－４ ②液体クロマトグラフ質量分析計（ＬＣ－ＭＳ）の賃貸借及び保守 一式 ③さいたま

市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月７日 ⑤オリック

ス・レンテック株式会社 代表取締役 小原真一 東京都品川区北品川５－５－１５ 大崎ブライト

コア ⑥２７，０２１，６００円 ⑦一般競争入札 ⑧平成３１年１月２１日さいたま市水道局公告

（調達）第６号 
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①１０－５ ②水道局基幹系システム管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さいたま

市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年２月２７日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 代

表理事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ ⑥⑴保守料 ア 水道料金システム管

理作業 ３，８８５，０００円（月額） イ 企業会計システム管理作業 １，７３１，１００円（月

額） ウ 個別業務サブシステム管理作業 ８０，０００円（月額） エ ネットワーク維持管理運

用業務 ６４９，２００円（月額） ⑵不定期作業外システムに係る支援作業 ８４，０００円／回

（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成

７年政令第３７２号）第１１条第１項第１号該当 

①１０－６ ②水道局基幹系システム機器管理業務 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 さい

たま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月１日 ⑤一般財団法人埼玉水道サービス公社 

代表理事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ ⑥３９，０４９，９４４円 ⑦随意

契約 ⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該

当 

①１０－７ ②水道料金及び企業会計システムに係る電算処理等業務（単価契約） 一式 ③さいた

ま市水道局業務部管財課 さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年２月２７日 ⑤一般

財団法人埼玉水道サービス公社 代表理事 倉林克昌 さいたま市北区東大成町２－４４５－１ ⑥

⑴企業会計システム帳票出力業務 ア 出納帳票作業 ５２，４００円（月額） イ 予算帳票作業  

４８，２００円 ⑵検針業務 ア 「使用水量のお知らせ票」作成業務 １０．７０円／件（単価） 

イ 下水道単独使用者あて「下水道使用料のお知らせ票」作成業務 １７．６０円／件（単価） ⑶

調定業務 ア 水道料金調定作業 (ア)口座制 １４．３０円／件（単価） (イ)納付制 １４．３０円

／件（単価） (ウ)クレジットカード制 １４．２５円／件（単価） イ 下水道使用料調定作業 １．

９０円／件（単価） ⑷収納業務 ア 収納消込作業（口座制） １４．２５円／件（単価） イ 収

納消込作業（納付制） １４．２５円／件（単価） ウ 収納消込作業（クレジットカード制） １

４．２５円／件（単価） エ 下水道使用料収納消込作業（口座制・納付制） １．９０円／件（単

価） オ 納入通知書作成圧着作業（口座不能以外） １１．００円／件（単価） カ 納入通知書

作成作業（口座不能） ６．１０円／件（単価） キ 口座登録完了通知作成圧着作業 １１．７０

円／件（単価） ク 手続書作成・圧着（クレジットカード制） １１．７０円／件（単価） ケ 登

録完了通知作成・圧着（クレジットカード制） １１．７０円／件（単価） コ 光回線及びプロバ

イダの使用料（クレジットカード制） １１，２００円（月額） サ ファイアウォールの保守賃料 

２，８２０円（月額） シ 下水道単独「納入通知書」作成圧着作業 ２２．６０円／件（単価） ス 

下水道単独「納入通知書（口座不能）」作成作業 ６．１０円／件（単価） セ 督促通知作成圧着

作業（口座制・兼再振替通知） １１．８０円／件（単価） ソ 督促通知作成圧着作業（納付制） 

１１．４０円／件（単価） タ 未納整理票作成作業（兼納付書） ９．１０円／件（単価） チ 下

水道単独「督促通知」作成圧着作業（口座制） １１．８０円／件（単価） ツ 下水道単独「督促

通知」作成圧着作業（納付制） １１．４０円／件（単価） テ 下水道単独「催告通知」作成圧着

作業 ４２．６０円／件（単価） ⑸検定満期に係る業務 ア 検定満期水道メーター抽出作業 １

９．７０円／件（単価） イ 検定満期取替伝票再作成作業 ６．１０円／件（単価） ⑦随意契約 
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⑨地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

①１０－８ ②マッピングシステム更新業務（単価契約） 一式 ③さいたま市水道局業務部管財課 

さいたま市浦和区常盤６－１４－１６ ④平成３１年３月１１日 ⑤水道マッピングシステム株式会

社 代表取締役 保坂幸尚 東京都新宿区内藤町８７ ⑥⑴マッピングデータ入力作業 ア 配水管

等更新（導・送・配水管・弁栓類） (ア)建設工事（登録） ９８円／ｍ（単価） 建設工事（削除） 

５３円／ｍ（単価） (イ)管理工事（登録） １４３円／ｍ（単価） 管理工事（削除） １１４円／

ｍ（単価） (ウ)弁栓工事（登録） ８９９円／箇所（単価） 弁栓工事（削除） ５５８円／箇所（単

価） イ 給水管等更新 (ア)新設工事（登録） ３，０１３円／件（単価） (イ)改造工事（登録・削

除） ４，２４２円／件（単価） (ウ)撤去工事（削除） １，４８５円／件（単価） (エ)取付替工事

（登録・削除） ３，３２７円／件（単価） (オ)井水シンボル（削除） ３５８円／個（単価） ウ 

漏水情報更新 (ア)修繕工事（登録） ３６８円／件（単価） エ 配水支管未布設路線選定支援シス

テム更新作業 (ア)ポリゴン（登録） ６６９円／件（単価） ポリゴン（削除） ３３８円／件（単

価） (イ)漏水シンボル（削除） ３５８円／個（単価） オ 地形図修正等 (ア)名称（登録） ５４

８円／件（単価） 名称（削除） ３２９円／件（単価） (イ)ライン（登録） １４円／ｍ（単価） 

ライン（削除） ７円／ｍ（単価） (ウ)ボーリングシンボル（登録） ８１１円／個（単価） カ 配

水管仮入力等 (ア)仮入力等 ３１，７８７円／人日（単価） キ 地形・属性データ変換等作業 (ア)

市内全域変換 ４１７，８７２円／回（単価） (イ)一部区域等変換 １８７，７７２円／回（単価） 

ク 設定変更等 (ア)設定変更等 ５０，２０３円／人日（単価） ⑵ファイリングデータ入力作業 ア 

配・給水管等原図（Ａ０まで） １，６１４円／枚（単価） イ 配・給水管等原図（Ａ０まで・差

替） １，９７７円／枚（単価） ウ 配・給水管等原図（Ａ３まで） ４３２円／枚（単価） エ 

配・給水管等原図（Ａ３まで・差替） ６９４円／枚（単価） オ 配水管等画像データ（ＣＤ等） 

６９８円／件（単価） カ 私道承諾書 ５２５円／枚（単価） ⑦随意契約 ⑨地方公共団体の物

品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第１１条第１項第１号該当 

○特定調達契約に係る一般競争入札の中止

さいたま市水道局公告（調達）第１１号

次のとおり特定調達契約に係る一般競争入札を中止しました。

平成３１年４月１５日

さいたま市水道事業管理者 森 田  治  

 平成３１年１月２１日発行さいたま市契約公報臨時号外１号におけるさいたま市水道局公告（調達）

第５号掲載の「マッピングシステム機器賃貸借」は中止しました。 


